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「管理組合たより」への提案に対する回答  

 

 本日、北川理事長、広瀬副理事長、井元副理事長ご出席のもと、「管理組合たより」へ

の提案についての話し合いが行われましたが、広報・放送委員会としての見解の一旦を

下記の通り報告いたします。 

 

先ず、今般の提案は正副理事長が広報・放送委員長に宛てた提案という形で、出状  

されていますが、このことは理事会メンバーには認識されておらず、理事会内でも議論が

なされておりません。今まで連綿と築いてきた広報・放送委員会の根幹に関わる重大な

提案ですので、まずは理事会への提案、それから委員会への諮問という手順を踏み、

十分な議論を行ったうえで、理事会の決定に基づき諮問する形をとっていただきたいと

考えます。 

 

次に、ご提案の内容に沿って本日の議論の中身を記載します。 

 

提案：「管理組合たより」の編集内容について 

    ① 表紙・目次  

５年前のスタイルを参考に、管理組合のロゴを設けるとともに目次を見やすくする。 

回答：歴代の広報委員会や理事会で議論を行い、より親しみ易い「管理組合たより」を 

目指し題字や表紙絵の導入を決定し現在に至っています。５年前の「役所の報告  

書」のような、無味乾燥な表紙に逆戻りさせようとする意見が唐突に出てきたことに非

常に違和感を覚えます。 

 

提案： ② 編集内容について 

     「専門部会の主な動き」のコーナーを設ける。 

回答：現在、「理事会の主な動き」のコーナーで各委員会の審議の進捗・結果およびそ  

れを受けた理事会承認等々が記載されており、これで十分ではないかと思われます。

また、専門委員会に関する重要事項の説明・解説については理事長、理事会とも

相談・報告し既に「特集記事」として掲載しております。 



これに加えて毎号、定期的な委員会報告を掲載すると、各記事間の重複、齟齬を

生じ、無用の混乱をきたすのではないかと思料します。 

また、常設のコーナーを設ける場合、各委員会の報告レベルの統一、前述の各記

事間の整合、紙面量のその都度調整を理事長がコントロールを行っていくのは現実

的ではありません。さらに来年・再来年と理事長が変わっていく中で紙面を維持・継

続できるのかが疑問となります。 

 

 

提案：「管理組合のお知らせ」のコーナーを設ける。 

回答：現在、管理組合のお知らせについては総会案内・結果、消防防災訓練案内・結果

等トップページでお知らせするとともに「集会棟の利用予約について」等緊急を要す

る記事は理事長と相談し、極力誌面を割いて掲載しております。  

こうした対応の一環として常設コーナーを設け、緊急かつ旬なお知らせをすることは

やぶさかではありません。常設の維持のため、ボリュームをどうするのか、執筆は誰の

責任で誰が執筆するのか等々、今後前向きに議論して行きたいと考えます。 

 

 

提案：「住民の意見」等については、必要に応じて掲載する。その取捨選択は正副理事  

長会で検討提案する。 

回答：前段は理事会にて本年度に既に結論が出ており、理事長名と広報・放送委員長

名で「住民の声」設置を要望した住民に対して回答済みです。後段の取捨選択は

本来、回答を含め理事会決定としています。したがって、検討提案は先ず、委員会

でなく理事会にて行っていただきたいと考えます。 

 

提案：「管理組合たより」等については、発行承認（押印）した原紙を編綴保管する。 

回答：「管理組合たより」の発行に当たっての事前了解は理事長に毎回実施しております  

決済印については、枠判を設けて今後、押印して頂く方が良いと思います。承認し 

た、しないという今回のような不毛な議論を避けるためにも。 

 

提案：「管理組合たより」の編集に伴う謝金については、管理組合員については無償協  

力をお願いする。 

回答：今年度連載については理事会採決で支払を承認済みと認識しています。過去５

年間実施してきたことを期の途中で突然変更する根拠が薄弱だと考えます。正副理

事長の意見というよりは理事会での審議が先決と思います。専門委員の報酬につい

てもペンディングになっている中、経費削減というだけの理由であれば、管理組合役



員報酬をまず減額対応すべきではないかとの意見も出ております。 

 

以上、本日の広報・放送委員会での議論の内容を記載いたしました。冒頭でも述べたと 

おり、本件は広報・放送委員会の根幹に関わる重要な問題と考えます。専門部会設置  

運用規則第 3 条には、「理事会は専門部会の審議結果を尊重するものとする。」と規定さ  

れておりますが、従来、理事長の広報・放送委員会への出席が得られない中、こうした重  

要な提案が前触れなく突然出されたことは大変残念です。今後、委員会の中で時間を掛  

けながら議論して行きたいと考えておりますが、その際、理事長の出席を是非お願いした 

いと思います。 

 

                                                    以上  

 


